
空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律

○使用目的のない空家は、この20年で1.9倍、今後も増加。
（1998年）182万戸→（2018年）349万戸→（2030年見込み）470万戸

○除却等のさらなる促進に加え、周囲に悪影響を及ぼす前の有効活用や適切な管理を総合的に強化する必要。

＜状態＞ 【良】

【悪】

空家の発生

管理不全

特定空家

活 用

悪化の防止

除却等

①特定空家※化を未然に防止する管理 ※周囲に著しい悪影響を及ぼす空家

①空家等活用促進区域 （例）中心市街地、住宅団地、歴史的町並みの区域等

・ 市区町村が区域や活用指針等を定め、用途変更や建替え等を促進

⇒安全確保等を前提に接道に係る前面道路の幅員規制を合理化

⇒指針に合った用途に用途変更等する場合の用途規制等を合理化

・ 市区町村から所有者に対し、指針に合った活用を要請

②財産管理人による所有者不在の空家の処分（詳細は３．③）

③支援法人制度

・ 放置すれば特定空家になるおそれのある空家（管理
不全空家）に対し、管理指針に即した措置を、
市区町村から指導・勧告

・ 勧告を受けた管理不全空家は、固定資産税の
住宅用地特例（1/6等に減額）を解除

②所有者把握の円滑化
・ 市区町村から電力会社等に情報提供を要請

①状態の把握
・ 市区町村に報告徴収権（勧告等を円滑化）

②代執行の円滑化

窓が割れた
管理不全空家

緊急代執行を要する
崩落しかけた屋根

・ 市区町村がNPO法人、社団法人等を空家等管理活用支援法人に指定

・ 所有者等への普及啓発、市区町村※から情報提供を受け所有者との
相談対応
※事前に所有者同意

・ 市区町村に財産管理制度の利用を提案

【目標・効果】
①空家等活用促進区域の指定数： 施行後５年間で100区域

・ 命令等の事前手続を経るいとまがない緊急時の代執行制度を創設

・ 所有者不明時の代執行、緊急代執行の費用は、確定判決なしで徴収

③財産管理人※による空家の管理・処分（管理不全空家、特定空家）
・ 市区町村に選任請求を認め、相続放棄された空家等に対応
※所有者に代わり財産を管理・処分。 （注）民法上は利害関係人のみ請求可

②空家等管理活用支援法人の指定数：施行後５年間で120法人
③市区町村の取組により管理や除却等された管理不全空家及び特定空家数：施行後５年間で15万物件 4

背景・必要性

令和５年６月14日公布 → 令和５年12月13日施行

法律の概要
２．管理の確保

○所有者の責務強化
・（現行の「適切な管理の努力義務」に加え、）国、自治体の施策に協力する
努力義務

１．活用拡大

３．特定空家の除却等
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○「管理不全空家等」の指導・勧告について 

１．管理不全空家等の定義 

   空家等が適切な管理が行われていないことにより、そのまま放置すれば「特定空家
等」に該当することとなるおそれのある状態にあると認められる空家等 

（空家特措法第 13 条第 1 項） 

２．管理不全空家等に対する措置 

（１）市が当該空家等の調査を行い、管理不全空家等であると市が認める場合に、空家
等の所有者等に対し、必要な措置を行うよう「指導」する。 

（空家特措法第 13 条第 1 項） 

（２）指導後も状態が改善されず、そのまま放置すれば「特定空家等」になるおそれが
大きいと市が認めるときは、空家所有者等に対し「勧告」する。 

（空家特措法第 13 条第 2 項） 

（３）「勧告」を受けた管理不全空家等の敷地は、固定資産税等の住宅用地特例が解除される。 

※地方税法第 349 条の 3 の 2（住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例） 

※地方税法第 702 条の 3（住宅用地等に対する都市計画税の課税標準の特例） 

３．令和７年度の管理不全空家等の対応 

（１）全市空き家総数：３，５８２棟（空き家実態調査（Ｒ２））のうち、Ｄランク空き

家１８４棟を調査 

鶴岡 藤島 羽黒 櫛引 朝日 温海 合計 

87 17 13 11 33 23 184 
※Ｄランク：倒壊の危険性があり、近隣への影響を考慮する必要がある危険空き家 

①Ｄランク空き家１８４棟のうち、令和７年度は「建築物の傾斜、外壁や屋根の劣

化」などの状況が、より危険性の高い市内の空き家１９棟を調査。 

 ⇒「指導」、「勧告」：８棟 ⇒ 所有者による 修繕：１棟、解体：１棟  

⇒「住宅用地特例の解除」：６棟（１棟は従前から非住宅用地）（1 月 1 日現在） 

②羽黒手向地区については、令和６年に「世界の持続可能な観光地トップ１００」に

選ばれている。地域独自の文化と歴史を守り育てる取組みが行われている手向地区

において、「管理不全空家等」の調査を行い、所有者等に対し空き家の適正管理を

促すとともに、地区のまちづくりに寄与することを目的に、門前町手向地区のまち

なみ景観形成事業の重点整備区域等の道路沿線の空き家１８棟を調査。 

⇒「指導」、「勧告」：２棟（Ｃランク空き家）⇒ 所有者による 修繕：１棟 

⇒「住宅用地特例の解除」：１棟 （1 月 1 日現在） 
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令和８年度以降の「管理不全空家等」の対応としては、引き続き、Ｄランク空き家（市全域）や手
向地区のような「まちづくり協定」の締結地区を調査・対応する。 

令和７年度実態調査のうち、 

令和８年度：約 60 棟（鶴岡：20 棟、藤島：8 棟、羽黒：8 棟、櫛引：8 棟、朝日：8棟、温海：8 棟） 

令和９年度以降も同様の棟数にて、調査・対応を実施する。 

２ 







これまでの対応経過

令和７年４月

令和８年１月１日

令和８年度の固定資産税等に反映

令和７年４月

第１回 空き家対策会議の開催（調査対象の選定）

・空き家調査（市内：１９棟）
・空き家調査（手向地区：１８棟）

令和７年５月 第２回 空き家対策会議の開催（箇所付及び指導措置の決定）
（書面会議）空き家対策会議の開催

市内：１０棟、手向地区：２棟を認定

令和７年５月、６月 配達証明郵便
⇒市内：２棟分が返送
⇒手向：１名分が返送（共有名義）

※所有者の所在不明

市内：１９棟、手向地区：１８棟を選定

■通知後の所有者等からの連絡状況（市内：２棟、手向：１棟）
連絡内容：解体の方向で検討しているが、時間を要する（三光町、双葉町）

修繕したいが、資金不足や本人の健康状態を理由に対応が進まない（手向）

令和７年７月
・現地確認（市内：８棟）
・現地確認（手向地区：２棟）

（指導後：１回目現地確認）

改善は見られない

令和７年７月
・市内：６棟の所有者等へ「指導書」再通知
・手向：１棟の所有者等へ「指導書」再通知

※連絡のない所有者等へ再通知

令和７年８月
・現地確認（市内：８棟）
・現地確認（手向地区：２棟）

（指導後：２回目現地確認）

改善は見られない

■再通知後の所有者等からの連絡状況（市内：１棟）
連絡内容：根拠法令の提示、送付先の変更や健康状態を理由に対応が進まない（山王町）

令和７年８月 第３回 空き家対策会議の開催（勧告措置の決定）

配達証明郵便
⇒市内：１棟分が返送
⇒再度、納税義務者へ送付

・市内：１０棟の所有者等へ「指導書」通知
・手向：２棟の所有者等へ「指導書」通知
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市内：８棟、手向地区：２棟

令和７年９月
・市内：８棟の所有者等へ「勧告書」通知
・手向：２棟の所有者等へ「勧告書」通知

■指導措置の内容
空き家の修繕、立木の伐採や枝の剪定

■措置の期限
令和7年8月31日

■勧告措置の内容
空き家の修繕、立木の伐採や枝の剪定

■措置の期限
令和7年12月5日

■通知後の所有者等からの連絡状況（市内：３棟）
連絡内容：・周辺に影響が及ばないよう修繕対応する（山王町）

⇒修繕対応の「管理不全空家等の管理に係る報告書」提出。
・解体する予定である（三光町）

⇒解体対応の「管理不全空家等の管理に係る報告書」提出。
・空き家の解体や狭あい道路の解消の事業推進に向けてつるおかランド・バンクと調整している（双葉町）

令和７年１１月、１２月

■11月＝市内：（山王町）修繕を確認。（三光町）解体中。
＝手向：１棟の修繕を確認。

■12月＝手向：改善なし。
＝市内：（三光町）解体を確認。それ以外改善なし。

固定資産税等の住宅用地特例の解除 ・市内：８棟のうち、６棟が解除 （1棟は従前から非住宅用地）
（解体：1棟、修繕：1棟）

・手向地区：２棟のうち、１棟が解除 （修繕：1棟）

課税課へ状況報告

現地確認
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空き家所有者の方へ

管理不全空き家になる前に

対策をお願いします！

「管理不全空家等」とは、空家等が適切な管理が行われていな
いことによりそのまま放置すれば「特定空家等」に該当する
こととなるおそれのある状態にあると認められる空家等をいい
ます。

（空家等対策の推進に関する特別措置法第13条第1項）

鶴岡市では、空家等の調査を行い、管理不全空家等であると市が認める場合に、空家等

の所有者等に対し、必要な措置を行うよう「指導」を行います。
（空家等対策の推進に関する特別措置法第13条第1項）

指導後（3か月後の8月末頃）も状態が改善されず、そのまま放置すれば「特定空家等」

になるおそれが大きいと市が認めるときは、空家所有者等に対し「勧告」を行います。
（空家等対策の推進に関する特別措置法第13条第2項）

なお、勧告を受けた状態で課税基準日（1月1日）を経過すると、管理不全空家等の敷
地に係る固定資産税等（固定資産税および都市計画税）の住宅用地特例が解除され、土
地の固定資産税が上がります。

（地方税法第349条の3の2（住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例））

（地方税法第702条の3（住宅用地等に対する都市計画税の課税標準の特例））

◆建築物等の倒壊や部材等の落下・飛散

□ 屋根の変形

□ 基礎の欠損やひび割れ

□ 屋根ふき材の剥離・軒天の腐食

□ 外壁仕上げの剥離・外壁のひび割れ

□ 雨どいの破損

◆周辺の生活環境への影響

□ 落雪による通行障害等の発生

（雪止めの破損等）

□ 立木等による通行障害等の発生

（立木の枝等のはみ出し等）

□ 動物等の侵入等の発生

（常態的な動物等の棲みつき）

管理不全空家等とは

管理不全空家等に対する措置

管理不全空家等の判断の主なポイント

【お問合せ先】
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9-25
鶴岡市建設部建築課
TEL 0235-35-1247 FAX 0235-25-2131
E-mail: kenchiku@city.tsuruoka.yamagata.jp

空き家の
適正な管理に
心がけましょう！

（令和7年4月：建築課作成）
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